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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも光を照射する発光部を有する照射部と、
　前記発光部または前記照射部を制御する制御部と、
を備え、
　前記照射部は、
　　少なくとも、予め定めた所定の情報が記録された第１拡散素子領域及び前記第１拡散
素子領域とは異なる情報が記録された第２拡散素子領域に分割された拡散素子を有する拡
散部と、
　　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域の両
方を同時に走査することが可能なように、前記拡散部を移動可能に支持する走査部と、
を有する
ことを特徴とする光学装置。
【請求項２】
　少なくとも光を照射する発光部を有する照射部と、
　前記発光部または前記照射部を制御する制御部と、
　移動体を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した移動体の位置と前記照射部が照射する照射領域の対応関係をそれ
ぞれ記憶する記憶部と、
を備え、
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　前記照射部は、
　コヒーレント光を発光する発光部と、
　予め定めた所定の情報が記録された要素拡散素子の集合からなる第１拡散素子領域及び
前記第１拡散素子領域とは異なる情報が記録された要素拡散素子の集合からなる第２拡散
素子領域に少なくとも分割された拡散素子を有し、前記発光部が発光した前記コヒーレン
ト光を前記第１拡散素子領域で拡散して所定の形状の第１照射領域に照射し、前記発光部
が発光した前記コヒーレント光を前記第２拡散素子領域で拡散して所定の形状の第２照射
領域に照射する拡散部と、
　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域の両方
に同時に照射可能に走査させる走査部と、
を備え、
　前記記憶部は、前記第１拡散素子領域と前記第１照射領域及び前記第２拡散素子領域と
前記第２照射領域の対応関係をそれぞれ記憶し、
　前記制御部は、前記記憶部が記憶した前記対応関係に基づいて、前記走査部を駆動する
ことを特徴とする光学装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記検出部によって前記移動体が検出された場合、前記移動体を所定の
位置に誘導するように、前記記憶部が記憶した前記対応関係に基づいて、前記照射部に光
を照射させる
ことを特徴とする請求項２に記載の光学装置。
【請求項４】
　前記照射部は、矢印を照射する
ことを特徴とする請求項３に記載の光学装置。
【請求項５】
　光を照射する発光部と、
　少なくとも、予め定めた所定の情報が記録された第１拡散素子領域及び前記第１拡散素
子領域とは異なる情報が記録された第２拡散素子領域に分割された拡散素子を有する拡散
部と、
　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域の両方
を同時に走査することが可能なように前記拡散部を移動可能に支持する走査部と、
を備える
ことを特徴とする光学装置。
【請求項６】
　前記第１拡散素子領域は、第１要素拡散素子の集合であり、
　前記第２拡散素子領域は、第２要素拡散素子の集合である
ことを特徴とする請求項５に記載の光学装置。
【請求項７】
　前記発光部からの光の光軸と、前記拡散素子からの照明光の光軸が平行である
ことを特徴とする請求項５又は６に記載の光学装置。
【請求項８】
　前記走査部は、前記拡散素子を１次元方向に移動可能である
ことを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項９】
　前記走査部は、前記拡散素子を２次元方向に移動可能である
ことを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１０】
　前記拡散部は、
　　前記拡散素子と、
　　前記拡散素子を囲む拡散素子枠部と、
を有し、
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　前記走査部は、前記拡散素子枠部を支持する支持部材を有する
ことを特徴とする請求項５乃至９のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１１】
　前記発光部は、複数のレーザー光源を有するレーザーアレイを有し、
　前記レーザーアレイの照射領域は、前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域よ
りも小さい
ことを特徴とする請求項５乃至１０のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１２】
　前記発光部は、前記レーザーアレイの前記複数のレーザー光源を選択的に発光させ、前
記拡散素子を選択的に照明し、所定の照射領域を形成する
ことを特徴とする請求項１１に記載の光学装置。
【請求項１３】
　前記発光部は、前記拡散素子からの照明光の輝度分布を均一に近づける光均一素子を含
む
ことを特徴とする請求項５乃至１２のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１４】
　前記発光部は、光を整形する光整形素子を含む
ことを特徴とする請求項５乃至１３のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１５】
　前記拡散部の移動を指示する入力部と、
　前記拡散部を移動させる駆動部と、
　前記入力部からの指示に応じて前記駆動部を制御する制御部と、
を備える
ことを特徴とする請求項５乃至１４のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１６】
　前記入力部の指示に応じた前記拡散部の移動位置を記憶する記憶部を備える
ことを特徴とする請求項１５に記載の光学装置。
【請求項１７】
　前記拡散素子を通過した光は、照明光を投影する
ことを特徴とする請求項５乃至１６のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１８】
　前記拡散素子を通過した光は、画像及び文字のうち少なくとも１つを投影する
ことを特徴とする請求項５乃至１７のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項１９】
　前記拡散素子がホログラムであり、
　前記第１拡散素子領域が第１ホログラム領域であり、
　前記第２拡散素子領域が第２ホログラム領域である
ことを特徴とする請求項５乃至１８のいずれか１つに記載の光学装置。
【請求項２０】
　前記拡散素子がホログラムであり、
　前記第１拡散素子領域が第１ホログラム領域であり、
　前記第２拡散素子領域が第２ホログラム領域である
　前記第１要素拡散素子は第１要素ホログラムであり、
　前記第２要素拡散素子は第２要素ホログラムの集合である
ことを特徴とする請求項６に記載の光学装置。
                                                                                
    
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ホログラム再生光を利用して照明及び表示可能な光学装置に関するものであ
る。また、本発明は、所定の形状及び位置に照明及び表示可能な光学装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　室内において白熱灯やＬＥＤ光源の電力システムを各種センサに連動させ、人が通らな
い時は電源が切れたり、外光を感知して光量を調節したりする照明制御システムがある。
【０００３】
　近年、レーザー光源、特に可視光レーザーは、直進性、長寿命、高い色純度、高発光効
率等の利点を有し、ディスプレイ・照明・光センシングなどへ展開する次世代光源として
期待されている。レーザー光源を照明分野へ応用することにより、より広範囲、高光量の
照明領域をインテリジェントに制御することが可能となる。
【０００４】
　一方で、ホログラムは設計波長に対して高効率に光を回折でき、ＬＥＤ及びレーザー等
と相性のよいデバイスである。また、ホログラムには予め記録された画像や文字の表示の
みならず、各種光学素子を予め記録させることによってビーム整形や均一化機能を付与す
ることが可能であり、レーザー、可変制御装置と組み合わせて多様な照明システムの構築
が可能となる。特に、電源のＯＮ／ＯＦＦ又は光量調整のみならず、照射領域の変化や色
の変化、画像や文字の表示が可能になることが大きな進歩である。
【０００５】
　レーザーとホログラムを使用して複数の照明領域に可変照明させる装置としては以下の
先行文献のように、走査装置を用いて選択的に、領域分割されたホログラムを照射する方
式がある。これは可変照明のみならずスペックルも低減できる。
【０００６】
　また、従来、地図情報を元に、車両の進行方向を指示する装置が提案されている（特許
文献２参照）。また、ウィンドシールドとドライバーシートの間に設けられて、情報を表
示する表示装置が提案されている（特許文献３参照）。
【０００７】
　さらに、従来、人の動きを検出した際に広告表示部を照明する照明部の点灯時の電力を
増加させる照明看板システムが提案されている（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－２３０３１０号公報
【特許文献２】特許第４５６１７２２号公報
【特許文献３】国際公開２０１４／０１７１２９号
【特許文献４】特開２０１４－２２０８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、通常、光走査装置に使用されるＭＥＭＳ(Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ)スキャナーやポリゴンスキャナは高価であり、
光学系の配置が複雑になる場合がある。さらに、光源の出力をある程度確保する必要があ
るため、放熱対策等を十分に考慮しなければならないことも予想される。
【００１０】
　また、特許文献２に記載された技術は、予め記憶された情報に基づいて進行方向を指示
するものであって、走行中の状況に応じて対応するものではない。また、特許文献３に記
載された技術は、ドライバーの視界に情報を表示しているが、その表示方法は指向性を有
し、観察可能な視野角に制限がある。そのため、運転者の体格等による個人差が存在する
ため、設計された標準運転者の観察位置から目線がずれるような場合には、別途調整を行
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う必要が生じる。また、運転中の姿勢変化により視点が情報観察可能な範囲から逸脱した
場合には情報の観察自体が不可能となってしまう。
【００１１】
　さらに、特許文献５に記載された技術は、広告表示部を照明するものであり、広告表示
部の位置を変更できるものではなかった。
【００１２】
　本発明は、走査装置を使用せずに、簡単な構造で容易且つ安価に製造することができる
照明及び表示可能な光学装置を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、走行中の車両の進行方向の情報を表示することで、運転者に情報を的
確に把握させることが可能な光学装置を提供する。特に運転者に車幅の情報や車両の進行
方向の変化を伝えることができ、不測の事態を注意喚起することによって、運転者の不安
を取り除き、安全性の向上にも寄与することができる。
【００１４】
　さらに、本発明は、予め定めた所定の形状で所定の位置に照明し、移動体を所定の位置
に誘導することが可能な光学装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成する本発明にかかる光学装置は、
　少なくとも光を照射する発光部を有する照射部と、
　前記発光部または前記照射部を制御する制御部と、
を備える
ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記照射部及び前記制御部は、移動体に搭載され、
　前記制御部は、前記発光部が前記移動体の進行方向の情報を前記移動体外に投影する
ことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　前記移動体の進行方向の状態を検出する検出部を備え、
　前記制御部は、前記検出部が異常を検出した場合、前記発光部が前記進行方向に前記異
常に対応した情報を投影するように制御する
ことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記検出部は、前記移動体の進行方向の障害物又は路肩を検出する
ことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記制御部は、前記検出部が前記移動体の進行方向の障害物又は路肩を検出した場合、
前記移動体が前記障害物又は路肩を避けるための情報を前記発光部が投影するように制御
する
ことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記進行方向の情報は、前記移動体の進行軌跡を予測する情報である
ことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明にかかる光学装置では、
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　前記照射部は、
　　少なくとも、予め定めた所定の情報が記録された第１拡散素子領域及び前記第１拡散
素子領域とは異なる情報が記録された第２拡散素子領域に分割された拡散素子を有する拡
散部と、
　　前記発光部から照射された光の光路を変更させることにより、前記第１拡散素子領域
及び前記第２拡散素子領域のうち少なくとも１つを含むように前記光を走査する走査部と
、
を備える
ことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記照射部は、
　　少なくとも、予め定めた所定の情報が記録された第１拡散素子領域及び前記第１拡散
素子領域とは異なる情報が記録された第２拡散素子領域に分割された拡散素子を有する拡
散部と、
　　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域のう
ち少なくとも１つを走査するように前記拡散部が移動可能である走査部と、
を備える
ことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　移動体を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した移動体の位置と前記照射部が照射する照射領域の対応関係をそれ
ぞれ記憶する記憶部と、
を備え、
　前記制御部は、前記検出部によって前記移動体が検出された場合、前記移動体を所定の
位置に誘導するように、前記記憶部が記憶した前記対応関係に基づいて、前記照射部に光
を照射させる
ことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記照射部は、
　予め定めた所定の情報が記録された要素拡散素子の集合からなる第１拡散素子領域及び
前記第１拡散素子領域とは異なる情報が記録された要素拡散素子の集合からなる第２拡散
素子領域に少なくとも分割された拡散素子を有し、前記発光部が発光した前記コヒーレン
ト光を前記第１拡散素子領域で拡散して所定の形状の第１照射領域に照射し、前記発光部
が発光した前記コヒーレント光を前記第２拡散素子領域で拡散して所定の形状の第２照射
領域に照射する拡散部
を備え、
　前記記憶部は、前記第１拡散素子領域と前記第１照射領域及び前記第２拡散素子領域と
前記第２照射領域の対応関係をそれぞれ記憶し、
　前記制御部は、少なくとも前記拡散部の前記第１拡散素子領域又は前記第２拡散素子領
域に前記発光部が発光する前記コヒーレント光を照射させる
ことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域又は前記第２拡散素子領域のうち
少なくとも１つに照射されるように走査させる走査部を備え、
　前記制御部は、前記記憶部が記憶した前記対応関係に基づいて、前記走査部を駆動する
ことを特徴とする。
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【００２６】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記照射部は、矢印を照射する
ことを特徴とする。
【００２７】
　上記目的を達成する本発明にかかる光学装置は、
　光を照射する発光部と、
　少なくとも、予め定めた所定の情報が記録された第１拡散素子領域及び前記第１拡散素
子領域とは異なる情報が記録された第２拡散素子領域に分割された拡散素子を有する拡散
部と、
　前記発光部から照射された光が前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域のうち
少なくとも１つを走査するように前記拡散部が移動可能である走査部と、
を備える
ことを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記第１拡散素子領域は、第１要素拡散素子の集合であり、
　前記第２拡散素子領域は、第２要素拡散素子の集合である
ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　前記発光部からの光の光軸と、前記拡散素子からの照明光の光軸が平行である
ことを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記走査部は、前記拡散素子を１次元方向に移動可能である
ことを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記走査部は、前記拡散素子を２次元方向に移動可能である
ことを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記拡散部は、
　　前記拡散素子と、
　　前記拡散素子を囲む拡散素子枠部と、
を有し、
　前記走査部は、
　　前記拡散素子枠部を支持する支持部材を有する
ことを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記発光部は、複数のレーザー光源を有するレーザーアレイを有し、
　前記レーザーアレイの照射領域は、前記第１拡散素子領域及び前記第２拡散素子領域よ
りも小さい
ことを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記発光部は、前記レーザーアレイの前記複数のレーザー光源を選択的に発光させ、前
記要素拡散素子を選択的に照明し、所定の照射領域を形成する
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ことを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記発光部は、前記拡散素子からの照明光の輝度分布を均一に近づける光均一素子を含
む
ことを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記発光部は、光を整形する光整形素子を含む
ことを特徴とする。
【００３７】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　前記拡散部の移動を指示する入力部と、
　前記支持部材に対して前記拡散部を移動させる駆動部と、
　前記入力部からの指示に応じて前記駆動部を制御する制御部と、
を備える
ことを特徴とする。
【００３８】
　また、本発明にかかる光学装置は、
　前記入力部の指示に応じた前記拡散素子の移動位置を記憶する記憶部を備える
ことを特徴とする。
【００３９】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記拡散素子を通過した光は、照明光を投影する
ことを特徴とする。
【００４０】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記拡散素子を通過した光は、画像及び文字のうち少なくとも１つを投影する
ことを特徴とする。
【００４１】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記拡散素子がホログラムであり、
　前記第１拡散素子領域が第１ホログラム領域あり、
　前記第２拡散素子領域が第２ホログラム領域である
ことを特徴とする。
【００４２】
　また、本発明にかかる光学装置では、
　前記拡散素子がホログラムであり、
　前記第１拡散素子領域が第１ホログラム領域あり、
　前記第２拡散素子領域が第２ホログラム領域であり、
　前記第１ホログラム領域は第１要素ホログラムの集合であり、
　前記第２ホログラム領域は第２要素ホログラムの集合である
ことを特徴とする
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、簡単な構造で容易且つ安価に製造できることができる照明及び表示可
能な光学装置を提供することが可能となる。
【００４４】
　また、本発明にかかる光学装置によれば、運転者に不測の事態に陥る可能性を認知させ
、危険を回避するよう注意喚起することが可能となる。
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【００４５】
　本発明にかかる光学装置によれば、予め定めた所定の形状で所定の位置に照明し、移動
体を所定の位置に誘導することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】第１実施形態の光学装置の第１状態での側面図である。
【図２】第１実施形態の光学装置の第１状態での正面図である。
【図３】第１実施形態の光学装置のカラーの一例の側面図である。
【図４】第１実施形態の光学装置のカラーの他の例の側面図である。
【図５】第１実施形態の光学装置の第２状態での側面図である。
【図６】第１実施形態の光学装置の第２状態での正面図である。
【図７】第２実施形態の光学装置の第１状態での正面図である。
【図８】第２実施形態の光学装置の第２状態での正面図である。
【図９】第２実施形態の光学装置の第３状態での正面図である。
【図１０】第２実施形態の光学装置の第４状態での正面図である。
【図１１】第２実施形態の光学装置の第５状態での正面図である。
【図１２】第３又は第４実施形態の第１状態での光学装置の作動を示す。
【図１３】第１状態で走行中に運転席から見た図を示す。
【図１４】第３又は第４実施形態の光学装置のシステム図である。
【図１５】第３又は第４実施形態の第２状態での光学装置の作動を示す。
【図１６】第２状態で走行中に運転席から見た図を示す。
【図１７】第３実施形態の光学装置の第１状態での側面図である。
【図１８】第３実施形態の光学装置の第２状態での側面図である。
【図１９】第３実施形態の光学装置の他の例である。
【図２０】第４実施形態の光学装置の第１状態での側面図である。
【図２１】第４実施形態の光学装置の第１状態での正面図である。
【図２２】第４実施形態の光学装置の第２状態での正面図である。
【図２３】他の実施形態の光学装置を示す。
【図２４】他の実施形態の光学装置の具体的な構造を示す。
【図２５】第５実施形態の光学装置を示す。
【図２６】第５実施形態の光学装置のシステム図を示す。
【図２７】第５実施形態の光学装置の作動フローチャートの一例を示す。
【図２８】第５実施形態の光学装置の作動状態を示す。
【図２９】第５実施形態の光学装置に用いられる第１実施例の照射部の第１状態での側面
図である。
【図３０】第５実施形態の光学装置に用いられる第１実施例の照射部の第２状態での側面
図である。
【図３１】第５実施形態の光学装置に用いられる第１実施例の照射部の他の例を示す。
【図３２】第５実施形態の光学装置に用いられる第２実施例の照射部の単位ユニットの一
例を示す。
【図３３】第５実施形態の光学装置に用いられる第２実施例の照射部の単位ユニットによ
る照明を説明する図である。
【図３４】第５実施形態の光学装置に用いられる第２実施例の照射部による照明を示す。
【図３５】第５実施形態の光学装置に用いられる第３実施例の照射部の第１状態での側面
図である。
【図３６】第５実施形態の光学装置に用いられる第３実施例の照射部の第１状態での正面
図である。
【図３７】第５実施形態の光学装置に用いられる第３実施例の照射部の第２状態での正面
図である。
【発明を実施するための形態】
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【００４７】
　以下、図面を参照にして本発明にかかる光学装置について説明する。
【００４８】
　図１は、第１実施形態の光学装置の第１状態での側面図である。図２は、第１実施形態
の光学装置の第１状態での正面図である。
【００４９】
　第１実施形態の光学装置１は、指向性を有し所定の波長を持つコヒーレントなレーザー
光を照射する発光部２と、ホログラム部４を移動可能に支持する支持部３と、ホログラム
４０を有するホログラム部４と、スイッチ又は各種センサ等からなる入力部５と、入力部
５の入力内容に対応するホログラム部４の領域を記憶している記憶部６と、入力部５及び
記憶部６からの指示にしたがって、駆動部８を駆動する制御部７と、ホログラム部４を駆
動する駆動部８と、を備える。
【００５０】
　発光部２は、指向性を有し所定の波長を持つコヒーレントなレーザー光を照射する。発
光部２は、複数のレーザー光源２０ａを束ねたレーザーアレイ２０を有する。また、発光
部２は、複数の波長のレーザー光を照射できるものでもよい。例えば、Ｒ（赤色）、Ｇ（
緑色）、Ｂ（青色）にそれぞれ対応したレーザー光を照射することで照明光又は表示光を
カラーにすることができる。
【００５１】
　図３は、第１実施形態の光学装置のカラーの一例の側面図である。図４は、第１実施形
態の光学装置のカラーの他の例の側面図である。
【００５２】
　発光部２がカラーの場合、混色を防ぐために、照射されるホログラム部４に設置される
ホログラム４０の対応波長以外の光源の電源を切ってもよい。例えば、図３に示すように
、Ｒ光源２０ｒとＧ光源２０ｇの電源をＯＦＦとし、Ｂ光源２０ｂのみの電源をＯＮして
もよい。
【００５３】
　また、可動シャッター２３等を光学系内に用いて対応波長以外の光源からの光をマスク
してもよい。例えば、図４に示すように、Ｒシャッター２３ｒとＢシャッター２３ｂを閉
めて、Ｇシャッター２３ｇのみを開けてもよい。
【００５４】
　なお、ホログラム４０の再生光の輝度分布を均一にするために、図３及び図４に示すよ
うに、発光部２とホログラム部４との間、例えばレーザーアレイ２０とホログラム４０の
間には、インテグレータロッドやフライインテグレータ等の光均一化素子２１を配置して
もよい。また、同様に、発光部２とホログラム部４との間、例えばレーザーアレイ２０と
ホログラム４０の間には、コリメータレンズや遮光マスク等の光を整形する光整形素子２
２が入っていてもよい。
【００５５】
　さらに、発光部２は、レーザー光源２０ａ毎の発光を制御可能とし、ホログラム４０の
単位領域となる要素ホログラムを選択的に照射して再生可能としてもよい。このように、
発光部２のレーザー光源２０ａを選択的に制御可能とすることによって、所定の照明光又
は情報表示を選択的に形成することが可能となる。
【００５６】
　支持部３は、ホログラム部４を移動可能に支持する。第１実施形態の光学装置１におけ
る支持部３は、ホログラム部４を上下方向に移動可能に支持する外枠部としての支持レー
ル３１を有する。
【００５７】
　ホログラム部４は、少なくとも、第１ホログラム領域４１と、第２ホログラム領域４２
と、を含むホログラム４０を有する。第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２
は、異なる情報が記録されており、発光部２からレーザー光が入射した場合に、異なる情
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報を含む光を出射させる。例えば、第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２の
出射光は、それぞれ異なる照明範囲、表示画像、又は文字等を投影する。
【００５８】
　第１ホログラム領域４１及び第２ホログラム領域４２は、それぞれ予め定めた所定の情
報が記録された要素ホログラム（第１ホログラム領域の要素ホログラムを第１要素ホログ
ラム、第２ホログラム領域の要素ホログラムを第２要素ホログラムともいう。）の集合か
ら構成されてもよい。発光部２のレーザーアレイ２０の各レーザー光源の発光を制御する
ことで、要素ホログラムを選択的に照射し、所定の領域に照明光又は情報表示することが
可能となる。
【００５９】
　第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２は、ホログラム枠部４ａに支持され
る。ホログラム枠部４ａは、支持レール３１に対して移動可能に支持される。ホログラム
４０の形状は、正方形に限らず、多角形又は円形でもよい。
【００６０】
　なお、ホログラム４０は、フォトポリマーを用いた体積型ホログラムでもよいし、銀塩
材料を含む感光媒体を利用して記録するタイプの体積型ホログラム記録媒体でもよく、レ
リーフ型（エンボス型）のホログラムでもよい。これらのホログラムの製造方法は、物体
光と参照光を用いて撮影されるが、設計情報に基づき、計算機を用いて設計されてもよい
。このようにして得られたホログラムは、計算機合成ホログラム（ＣＧＨ：Computer Gen
erated Hologram）とも呼ばれる。また、本実施形態では、すべて透過型ホログラムを用
いて説明されているが、反射型ホログラムでもよい。
【００６１】
　発光部２からホログラム４０へ入射する光束の光軸と、ホログラム４０の参照光又は再
生照明光の光軸が平行となるようにホログラム４０の設計又は配置を行う。そして、ホロ
グラム４０の再生照明光の光軸の法線に平行な面内でホログラム４０が移動可能になるよ
うに支持部３を備える。このように配置することにより、ホログラム４０は、光軸の法線
面内を１次元又は２次元、さらに円形に移動することが可能となる。なお、本実施形態の
ホログラム４０は、すべて再生照明光の入射角度が０°で、ホログラム４０の表面に対し
て垂直であるが、この角度に限定する必要はない。また、ホログラム４０は、ホログラム
４０自身の面内で１次元又は２次元、さらに円形に移動することが可能であってもよい。
【００６２】
　入力部５は、操作者が操作するスイッチ又は各種センサ等であって、検出信号を制御部
６に入力する。例えば、入力部５は、ヘッドライト切替スイッチ又は障害物を検出する障
害物センサ等からなる。
【００６３】
　記憶部６は、入力部５の入力内容に対応するホログラム部４の領域を記憶している。例
えば、記憶部６は、ヘッドライト切替スイッチからハイビームにする指示が入力された場
合、ホログラム部４の第１ホログラム領域４１にすること等を記憶している。なお、記憶
部６は、制御部７に含まれていてもよい。
【００６４】
　制御部７は、入力部５及び記憶部６からの指示にしたがって、駆動部８を駆動する。駆
動部８は、ホログラム部４のホログラム枠部４ａを支持部３の支持レール３１に沿って移
動させるアクチュエータ等からなる。例えば、駆動部８は、モータとボールねじ又は電磁
ソレノイド等からなる。
【００６５】
　次に、第１実施形態の光学装置１の作動について説明する。
【００６６】
　図５は、第１実施形態の光学装置の第２状態での側面図である。図６は、第１実施形態
の光学装置の第２状態での正面図である。
【００６７】
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　図１及び図２に示した照射光１０が第１光領域１１に照射されている第１状態から図５
及び図６に示す照射光１０が第２光領域１２に照射されている第２状態に移動するには、
まず入力部５から切替の信号が制御部７に入力される。制御部７は、入力部５の入力内容
に対応するホログラム部４の領域を記憶部６から取得する。その後、制御部７は、記憶部
６から取得したホログラム部４の領域が発光部２から照射されるように駆動部８を駆動す
る。
【００６８】
　例えば、制御前の状態として入力部５のヘッドライト切替スイッチがハイビームを指示
している状態から、ロービームに変更する指示が制御部７に入力されると、制御部７は、
ロービームに対応する領域が第２ホログラム領域４２であるという記憶部６に記憶された
信号を取得する。そして、制御部７は、ホログラム部４の第２ホログラム領域４２が発光
部２から照射されるように駆動部８を駆動する。
【００６９】
　なお、ホログラム部４は、第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２が重なっ
ていてもよい。第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２が重なっている部分に
発光部２から照射された場合、入射した光は第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領
域４２からそれぞれ出射する。
【００７０】
　また、発光部２から照射される光が第１ホログラム領域４１と第２ホログラム領域４２
に跨がってもよい。発光部２から照射される光が第１ホログラム領域４１と第２ホログラ
ム領域４２に跨がっている場合、入射した光は第１ホログラム領域４１と第２ホログラム
領域４２からそれぞれ出射する。
【００７１】
　このように、第１実施形態の光学装置１によれば、簡単な構造で容易且つ安価に製造す
ることができる投影可能な光学装置１を提供することが可能となる。
【００７２】
　次に、第２実施形態の光学装置について説明する。
【００７３】
　図７は、第２実施形態の光学装置の第１状態での正面図である。
【００７４】
　第２実施形態の光学装置１は、発光部２と、支持部３と、ホログラム部４と、入力部５
と、制御部６と、記憶部７と、駆動部８と、を備える。第２実施形態の光学装置１は、ホ
ログラム部４を２次元で移動可能とする。
【００７５】
　発光部２は、指向性を有し増幅された所定の波長のコヒーレントなレーザー光を照射す
る。発光部２は、複数の素子を束ねたレーザーアレイでよい。また、発光部２は、複数の
波長のレーザー光を照射できるものでもよい。例えば、ＲＧＢにそれぞれ対応したレーザ
ー光を照射することで照明光又は表示光をカラーにすることができる。
【００７６】
　支持部３は、ホログラム部４を移動可能に支持する部材である。第２実施形態の光学装
置１における支持部３は、ホログラム部４の外周を囲む外枠部としての支持レール３１と
、支持レール３１に対してホログラム部４を２次元的に移動可能に案内する案内部として
の案内レール３２と、を有する。案内レール３２は、両端を対向する支持レール３１にそ
れぞれ移動可能に支持され、それぞれの案内レール３２に対してホログラム部４の各辺が
移動可能に支持される。すなわち、ホログラム部４は、支持部３に対して２次元的に移動
可能となる。
【００７７】
　ホログラム部４は、第１ホログラム領域４１から第９ホログラム領域４９までを含むホ
ログラム４０を有する。第１ホログラム領域４１から第９ホログラム領域４９までの各領
域は、異なる情報が記録されており、発光部２からレーザー光が入射した場合に、異なる
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情報を含む光を出射させる。例えば、第１ホログラム領域４１から第９ホログラム領域４
９までの出射光は、それぞれ異なる照明範囲、表示画像、又は文字等を投影する。第１ホ
ログラム領域４１から第９ホログラム領域４９までは、ホログラム枠部４ａに支持される
。ホログラム枠部４ａは、案内レール３２に対して移動可能に支持される。
【００７８】
　入力部５は、操作者が操作するスイッチ又は各種センサ等であって、検出信号を制御部
６に入力する。例えば、入力部５は、文字表示切替スイッチ又はブレーキセンサ等からな
る。
【００７９】
　記憶部６は、入力部５の入力内容に対応するホログラム部４の領域を記憶している。例
えば、記憶部６は、文字表示切替スイッチから所定の文字を照射する指示が入力された場
合、ホログラム部４の第９ホログラム領域４９にすること等を記憶している。なお、記憶
部６は、制御部７に含まれていてもよい。
【００８０】
　制御部７は、入力部５及び記憶部６からの指示にしたがって、駆動部８を駆動する。駆
動部８は、ホログラム部４のホログラム枠部４ａを支持部３に沿って移動させるアクチュ
エータ等からなる。例えば、駆動部８は、モータとボールねじ又は電磁ソレノイド等から
なる。
【００８１】
　次に、第２実施形態の光学装置１の作動について説明する。
【００８２】
　図８は、第２実施形態の光学装置の第２状態での正面図である。
【００８３】
　図７に示した発光部２から出射された光が第５ホログラム領域４５に照射されている第
１状態から図８に示す第６ホログラム領域４６に照射されている第２状態に移動するには
、まず入力部５から切替の信号が制御部７に入力される。制御部７は、入力部５の入力内
容に対応するホログラム部４の領域を記憶部６から取得する。その後、制御部７は、記憶
部６から取得したホログラム部４の領域が発光部２から照射されるように駆動部８を駆動
する。
【００８４】
　例えば、第５ホログラム領域４５から、照明光に変更する指示が制御部７に入力される
と、制御部７は、照明光１３に対応する領域が第６ホログラム領域４６であるという記憶
部６に記憶された信号を取得する。そして、制御部７は、ホログラム部４の第６ホログラ
ム領域４６が発光部２から照射されるように駆動部８を駆動する。
【００８５】
　このように、第２実施形態の光学装置１によれば、入力に応じて投影内容を迅速的確に
切り替えることが可能となる。また、予め定めた所定の位置を的確に照明することが可能
となる。
【００８６】
　図９は、第２実施形態の光学装置の第３状態での正面図である。図１０は、第２実施形
態の光学装置の第４状態での正面図である。
【００８７】
　ホログラム部４は、図９及び図１０に示すように、画像１４及び文字１５をそれぞれ表
示する情報が記録されてもよい。例えば、図９に示す例では、ホログラム部４の第７ホロ
グラム領域４７は、所定の画像１４を表示する情報が記録されている。そして、制御部７
は、ホログラム部４の第７ホログラム領域４７が発光部２から照射されるように駆動部８
を駆動する。また、同様に、図１０に示す例では、ホログラム部４の第９ホログラム領域
４９は、所定の文字１５を表示する情報が記録されている。そして、制御部７は、ホログ
ラム部４の第９ホログラム領域４９が発光部２から照射されるように駆動部８を駆動する
。
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【００８８】
　このように、第２実施形態の光学装置１によれば、予め定めた所定の情報を的確に投影
することが可能となる。
【００８９】
　図１１は、第２実施形態の光学装置の第５状態での正面図である。
【００９０】
　ホログラム部４は、照明光１３、画像１４、及び文字１５を同時に表示する情報が記録
されてもよい。例えば、図１１に示す例では、ホログラム部４の第６ホログラム領域４６
は所定の照明光１３を表示する情報が記録されており、ホログラム部４の第９ホログラム
領域４９は、所定の文字１５を表示する情報が記録されている。そして、制御部７は、ホ
ログラム部４の第６ホログラム領域４６と第９ホログラム領域４９の両方が発光部２から
照射されるように駆動部８を駆動する。すると、第６ホログラム領域４６から照明光１３
が表示され、第９ホログラム領域４９から文字１５が表示される。なお、表示位置は、そ
れぞれ設定可能であり、重なる必要はなく、単独で表示される位置に設定してもよい。
【００９１】
　このように、第２実施形態の光学装置１によれば、より多くの情報を一度に投影するこ
とが可能となる。
【００９２】
　以上、第１又は第２実施形態によれば、コヒーレントな光を照射する発光部２と、少な
くとも、予め定めた所定の情報が記録された第１ホログラム領域４１及び第１ホログラム
領域４１とは異なる情報が記録された第２ホログラム領域４２を含むホログラム４０を有
するホログラム部４と、発光部２から照射された光が第１ホログラム領域４１及び第２ホ
ログラム領域４２のうち少なくとも１つを含むようにホログラム部４を移動可能に支持す
る支持部材３と、を備えるので、簡単な構造で容易且つ安価に製造することができる投影
可能な光学装置１を提供することが可能となる。
【００９３】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、第１ホログラム領域４１及び第２
ホログラム領域４２は、それぞれ要素ホログラムの集合からなるので、要素ホログラムを
選択的に照射し、所定の領域に所定の照明又は情報表示をすることが可能となる。
【００９４】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、発光部２からの光の光軸と、ホロ
グラム４０を再生する再生照明光の光軸が平行であるので、容易に設定することが可能と
なる。
【００９５】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、支持部材は、前記ホログラム部を
１次元方向に移動可能に支持するので、投影内容を迅速に切り替えることが可能となる。
【００９６】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、支持部材３は、ホログラム部４を
２次元方向に移動可能に支持するので、多くの投影内容を迅速に切り替えることが可能と
なる。
【００９７】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、ホログラム部４は、ホログラム４
０と、ホログラム４０を囲むホログラム枠部４ａと、を有し、支持部材３は、ホログラム
枠部４ａを支持するので、投影内容を的確に切り替えることが可能となる。
【００９８】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、発光部２は、複数のレーザー光源
を有するレーザーアレイからなり、レーザーアレイの照射領域は、第１ホログラム領域４
１及び第２ホログラム領域４２よりも小さいので、ホログラム領域ごとに投影させること
が可能となる。
【００９９】
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　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、発光部２は、レーザーアレイ２０
の複数のレーザー光源２０ａを選択的に発光させ、要素ホログラムを選択的に照明し、所
定の照射領域を形成するので、所定の領域に所定の照明又は情報表示をすることが可能と
なる。
【０１００】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、発光部２は、ホログラム再生光の
輝度分布を均一に近づける光均一素子２１を含むので、光のムラを減らし、明確に照明又
は情報表示をすることが可能となる。
【０１０１】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、発光部２は、光を整形する光整形
素子２２を含むので、ホログラム４０の所定の位置に容易に照射させることが可能となる
。
【０１０２】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、ホログラム部４の移動を指示する
入力部２と、支持部材３に対してホログラム部４を移動させる駆動部８と、入力部２から
の指示に応じて駆動部６を制御する制御部７と、を備えるので、入力に応じて投影内容を
迅速的確に切り替えることが可能となる。
【０１０３】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、入力部２の指示に応じたホログラ
ム部４の移動位置を記憶する記憶部６を備えるので、入力に応じて投影内容をさらに迅速
的確に切り替えることが可能となる。
【０１０４】
　また、第１又は第２実施形態の光学装置１によれば、ホログラム４０を通過した光は、
照明光１３を投影するので、予め定めた所定の位置を的確に照明することが可能となる。
【０１０５】
　また、本発明にかかる光学装置は、ホログラム４０を通過した光は、画像１４及び文字
１５のうち少なくとも１つを投影するので、予め定めた所定の情報を的確に投影すること
が可能となる。
【０１０６】
　図１２は、第３又は第４実施形態の第１状態での光学装置の作動を示す。図１３は、第
１状態で走行中に運転席から見た図を示す。
【０１０７】
　第３又は第４実施形態の光学装置１０１は、車両Ｃに搭載され、室外の道路Ｄの路面に
照射光１１０を照射する。照射光１１０は、例えば、車幅ガイド１１１、照明光１１２、
及びステアリングガイド１１３等を形成する。図１２に示すように、車両Ｃが路肩Ａとの
境界Ｂで挟まれている道路Ｄを走行する場合に用いられることが好ましい。境界Ｂは中央
分離帯や歩行者との分離線など車両走行可能域と不可能域との境界である。第１状態は、
このまま直進しても道路Ｄから路肩Ａへ飛び出すことがない通常の直進走行をしている状
態である。ここで、本実施形態における車両には、ガソリンエンジンの駆動力のみで走行
する車両や、ガソリンエンジンとモータの駆動力で走行する車両、モータの駆動力のみで
走行する車両や、或いは、ディーゼルエンジンの駆動力により走行する車両などが含まれ
る。さらに、本発明の光学装置１０１は、二輪車な等にも搭載することができる。なお、
二輪車には自動二輪車だけでなく、自転車も含まれる。すなわち、本発明の光学装置１０
１は上記のような種々の移動体に搭載することが可能である。さらに、自動車や二輪車以
外にも運転者に舵取り（ステアリング）が一時的でも求められる移動手段全般、飛行機、
船舶等にも適用することができる。
【０１０８】
　図１３に示すように、図示しない運転者は、フロントウィンドウＷ越しに、車幅ガイド
１１１、照明光１１２、及びステアリングガイド１１３で進行方向を確認しながら運転す
ることが可能となる。
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【０１０９】
　車幅ガイド１１１は、幅方向が少なくとも車両Ｃの車幅以上の寸法で、車両の進行方向
に対し平行な直線で照射される。方向が明示されていれば、点線や破線、波線でもよい。
また、ステアリングガイド１１３は、矢印で表示され、第１状態では車両の進行方向（図
では上向きが直進）を示している。第２状態では、矢印が右または左に傾斜することによ
って、矢印の傾斜角度方向と同じ向きにステアリングを回転させるよう示唆している。車
幅ガイド１１１、照明光１１２、及びステアリングガイド１１３は、進行方向の情報であ
って、車両Ｃの進行軌跡を予測する情報である。特に、車両Ｃの車幅に対応した情報を含
むことが好ましい。このような情報とすることによって、運転者に車両Ｃがこれから進行
する位置を認知させることが可能となる。なお、ここでの照明光１１２は、車両Ｃの照明
灯から照明される光とは異なる。
【０１１０】
　図１４は、第３又は第４実施形態の光学装置のシステム図である。
【０１１１】
　第３又は第４実施形態の光学装置１０１は、発光部１０２と、走査部１０３と、拡散部
１０４と、記憶部１０６と、制御部１０７と、を備える。図１４において、実線の矢印は
、各構成間の信号のやり取りを示す。また、点線の矢印は、走査部１０３によって、発光
部１０２が照射した光の拡散部１０４への入射位置が調整されることを示す。
【０１１２】
　発光部１０２は、指向性を有し所定の波長のコヒーレントなレーザー光を照射する。発
光部１０２は、複数の素子を束ねたレーザーアレイでもよい。また、発光部１０２は、複
数の波長のレーザー光を備えていてもよい。また走査部に入射される入射光を最適化する
ために、ロッドインテグレータやフライアイインテグレータなどの光均一化素子や、レン
ズや絞りなどの光整形素子を備えていてもよい。電源ＯＮ／ＯＦＦを切り替えることで発
光タイミングを切り替える機能や、シャッター等を用いて発光タイミングを切り替える機
能があってもよい。また、発光部１０２は、複数の波長のレーザー光を照射できるもので
もよい。例えば、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）にそれぞれ対応したレーザー光を
照射することで照明光又は表示光をカラーにすることができる。なお、それ以外のピーク
波長を示す光源を利用してもよい。例えば、２種類以上の限定されない光源でカラー表記
を行ってもよい。
【０１１３】
　走査部１０３は、拡散部１０４の入射面の所定の位置に発光部１０２からの光を入射す
る機能を有する。例えばミラーやプリズム等の光学部材を機械的に回転・振動させ、発光
部からの入射光を反射や屈折を用いて、拡散部１０４の所定の位置に照射する。例えばＭ
ＥＭＳ(Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ)スキャナー
、ポリゴンスキャナなどの光スキャナーと呼ばれる部材であるが、これに限定されない。
走査部１０３は、拡散部１０４を移動可能に支持する部材であってもよい。
【０１１４】
　拡散部１０４は拡散素子１４０を有し、拡散素子１４０は複数の要素拡散素子からなる
集合体である。拡散素子１４０は、例えばホログラムである。ホログラムの隣り合う各要
素ホログラムはそれぞれが基本的には別個の照射領域または別個のコヒーレント光の対応
波長域を有するが、一部の領域が重なっていてもよい。要素ホログラム出射面の各点から
はそれぞれ異なる波面が形成され、対応する被照明領域で独立に重ね合わされる。よって
、走査光やレーザーアレイ光源を用い複数の位置から要素ホログラムの入射面に入射する
ことで、その被照射領域において均一な照度分布を得ることが出来る。要素ホログラムの
照射領域の形状は、本件では線と矢印であるが、これに限定されない。
【０１１５】
　上記の要素ホログラムは、例えばフォトポリマーや銀塩材料などのホログラム感光材料
に、散乱板からの散乱光を物体光として用いて作製する。参照光にはコヒーレント光であ
るレーザー光を用いる。そして、作製に用いた参照光の焦点位置からホログラムに向かっ
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てレーザー光を照射すると、物体光として用いた元となる散乱板の配置位置に散乱板の再
生像が再生される。この再生像が要素ホログラムの照射領域となる。矢印の形状の散乱板
を用いれば、矢印形状の照射領域の再生が可能となる。レリーフ型（エンボス型）のホロ
グラムを用いても良い。また実際の物体光や参照光を用いずに、計算機を用いて設計する
ことも可能である。このようにして得られたホログラムは計算機合成ホログラム（ＣＧＨ
：Computer Generated Hologram）と呼ばれる。またホログラム上の各点における拡散角
度特性が同じであるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成しても良い。また、
反射型ホログラムでも透過型ホログラムでもよい。
【０１１６】
　拡散素子１４０としてホログラムを設ける利点は、レーザー光の光エネルギー密度を拡
散により低下させることが出来、さらに指向性の面光源として利用可能になるため、従来
のランプ等の点光源と比較して同一照度分布を実現するための光源輝度を下げることがで
きることである。よってより安全に、遠方照明を可能とする。
【０１１７】
　拡散素子１４０は複数の要素拡散領域に細かく分割することが可能な各種拡散部材、例
えばマイクロレンズアレイなどであってもよい。
【０１１８】
　検出部１０５は、赤外線やミリ波レーダー等の各種センサ等であって、検出信号を制御
部１０６に入力する。検出部１０５は、進行方向の車幅ガイド１１１内の障害物等を検出
する。
【０１１９】
　記憶部１０６は、検出部１０５の検出内容に対応するホログラム部１０４の領域を記憶
している。なお、記憶部１０６は、制御部１０７に含まれていてもよい。
【０１２０】
　制御部１０７は、検出部１０５及び記憶部１０６からの指示にしたがって、走査部１０
３を駆動する。
【０１２１】
　図１５は、第３又は第４実施形態の第２状態での光学装置の作動を示す。図１６は、第
２状態で走行中に運転席から見た図を示す。
【０１２２】
　図１５に示すように、第２の状態は、このまま直進すると道路Ｄから路肩Ａへ飛び出し
てしまうおそれのある直進走行をしている状態である。この第２状態では、車幅ガイド１
１１と照明光１１２は、車両Ｃの進行方向に照射されるので、検出部１０５は、左車幅ガ
イド１１１Ｌの先端と境界Ｂを検出する。検出部１０５から制御部１０７へこの信号が伝
達されると、制御部１０７から走査部１０３へ指示が出される。本実施形態の光学装置１
０１は、ステアリングガイド１１３の矢印の向きが境界Ｂの検出を避けるように右車幅ガ
イド１１１Ｒ側に傾斜する。図１５に示す例では、車両Ｃの進行方向に対して左側の境界
Ｂを超えるおそれがあるので、ステアリングガイド１１３の矢印の向きを右方向に傾斜さ
せて表示する。
【０１２３】
　この第２状態では、図１６に示すように、図示しない運転者は、フロントウィンドウＷ
越しに、矢印が傾斜したステアリングガイド１１３を確認する。その後、運転者は、ステ
アリングＳの上方側を矢印の傾斜した方向へ回せば、図１２及び１３に示した第１状態へ
戻り、道路Ｄの境界Ｂに沿った直進走行をすることが可能となる。
【０１２４】
　このように、第３又は第４実施形態の光学装置によれば、運転者に情報を的確に把握さ
せ、困難な状況を回避させることが可能となる。
【０１２５】
　次に、具体的な光学装置１０１の構造を説明する。
【０１２６】
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　図１７は、第３実施形態の光学装置の第１状態での側面図である。図１８は、本実施形
態の光学装置の第２状態での側面図である。
【０１２７】
　第３実施形態の光学装置１０１では、発光部１０２からの照射光は、走査部１０３の１
種であるミラー１３１で反射させて、拡散素子１４０の透過型ホログラム１４０に入射さ
せる。また、このミラー１３１は、不図示のモータなどによって、回動軸Ｏを中心として
回動されることで、Ｘ－Ｘ’方向に動き得るように構成されている。第１実施形態にかか
る光学装置１０１では、図３に示した制御部１０７からの制御指令に基づいて、当該モー
タを駆動しミラー１３１の反射光を、ホログラム１４０の第１ホログラム領域１４１、第
２ホログラム領域１４２のいずれかに当てることができようになっている。ここで、「回
動」とは、ある軸を中心として、規制された角度範囲で物体が回ることをいう。
【０１２８】
　このような第３実施形態の光学装置１０１において、例えば、図１７に示す第１状態で
は、発光部１０２から照射された光は、ミラー１３１で反射し、第１ホログラム領域１４
１を透過して矢印を表示する。そして、図１８に示すミラー１３１を回動させた第２状態
では、発光部１０２から照射された光は、ミラー１３１で反射し、第２ホログラム領域１
４２を透過して第１状態とは異なる方向を向く矢印を表示する。
【０１２９】
　以上のような構成により、１つの光学装置１０１で、複数のホログラム再生像を投影す
ることが可能となる。第１実施形態における光学装置１０１では、方向の異なる矢印のホ
ログラム再生像を、路面に投影するようにしていたが、例えば、「ＳＴＯＰ」、「ＢＲＡ
ＫＥ」等の文字のホログラム再生像を表示させるようにすることも可能である。
【０１３０】
　図１９は、第３実施形態の光学装置の他の例である。
【０１３１】
　図１９に示すように、走査部１０３の１種であるミラー１３１は、第１軸１０３ａ及び
第１軸１０３ａに直交する第２軸１０３ｂに対して回転可能に構成してもよい。この場合
も１つの光学装置１０１で、複数のホログラム再生像を投影することが可能となる。
【０１３２】
　次に、第４実施形態の光学装置１について説明する。
【０１３３】
　図２０は、第４実施形態の光学装置１０１の第１状態での側面図である。図２１は、第
４実施形態の光学装置１０１の第１状態での正面図である。
【０１３４】
　第４実施形態の光学装置１０１における走査部１０３は、拡散素子１４０としてのホロ
グラム１４０の外周を囲む外枠部としての支持レール１３１と、支持レール１３１に対し
てホログラム１４０を２次元的に移動可能に案内する案内部としての案内レール１３２と
、を有する。案内レール１３２は、両端を対向する支持レール１３１にそれぞれ移動可能
に支持され、それぞれの案内レール１３２に対してホログラム１４０の各辺が移動可能に
支持される。すなわち、発光部１０２からの入射光は位置変化しないが、ホログラム１４
０自身が位置変化することによって、入射光がホログラム１４０の所定の位置に選択的に
入射することができる。
【０１３５】
　例えば、第１状態では、拡散素子１０４の第５ホログラム領域１４５が発光部１０２か
ら照射され、所定の方向に矢印を照射する。
【０１３６】
　次に、第４実施形態の光学装置１の作動について説明する。
【０１３７】
　図２２は、第４実施形態の光学装置の第２状態での正面図である。
【０１３８】
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　図２１に示した発光部２から出射された光が第５ホログラム領域１４５に照射されてい
る第１状態から図２２に示す第６ホログラム領域１４６に照射されている第２状態に移動
するには、まず図１４に示した検出部１０５から切替の信号が制御部１０７に入力される
。制御部１０７は、検出部１０５からの入力内容に対応するホログラム１４０の領域を記
憶部１０６から取得する。その後、制御部１０７は、記憶部１０６から取得したホログラ
ム１４０の領域が発光部１０２から照射されるように走査部１０３を駆動する。
【０１３９】
　例えば、第４実施形態では、検出部１０５から進行方向の車幅ガイド１１１内の障害物
を検出した信号が制御部１０７に入力される。制御部１０７は、矢印の向きを変更する領
域が第６ホログラム領域１４６であるという記憶部１０６に記憶された信号を取得する。
そして、制御部１０７は、ホログラム１４０の第６ホログラム領域１４６が発光部１０２
から照射されるように走査部１０３を駆動する。
【０１４０】
　このように、第４実施形態の光学装置１０１によれば、運転状態の変化に応じて投影内
容を迅速的確に切り替えることが可能となる。また、予め定めた所定の位置を的確に照明
することが可能となる。
【０１４１】
　図２３は、他の実施形態の光学装置を示す。図２４は、他の実施形態の光学装置の具体
的な構造を示す。
【０１４２】
　図２３及び図２４に示す実施形態は、ボールＥ等の障害物が車両Ｃの進行方向に進入し
た状態を示している。この場合、例えば、本実施形態では、図１４に示した検出部１０５
から進行方向の車幅ガイド１１１内のボールＥを検出した信号が制御部１０７に入力され
る。制御部１０７は、ボールＥの位置を照明するホログラム１４０の領域を記憶部１０６
から取得する。そして、制御部１０７は、ホログラム１４０の領域が発光部１０２から照
射されるように走査部１０３を駆動する。
【０１４３】
　このように、他の実施形態の光学装置１０１によれば、車両Ｃの進行方向の状態に対し
て迅速に投影することが可能となる。
【０１４４】
　なお、ホログラム１４０の領域は、少なくとも通常走行時に進行方向を表示する第１ホ
ログラム１４１と、異常検出時に第１ホログラム１４１と対応波長や照射領域の形状が異
なる第２ホログラム１４２が必要である。
【０１４５】
　以上、第３又は第４実施形態によれば、車両Ｃに搭載され、光を照射する発光部１０２
と、発光部１０２が車両Ｃの進行方向の情報を室外に投影するように制御する制御部１０
７と、を備えるので、運転者に情報を的確に把握させることが可能となる。
【０１４６】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、車両の進行方向の状態を検出
する検出部１５１と、制御部１０７は、検出部１５１が異常を検出した場合、発光部１０
２が進行方向に異常に対応した情報を投影するように制御するので、運転者に異常の情報
を的確に把握させることが可能となる。
【０１４７】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、制御部１０７は、検出部１５
１が車両Ｃの進行方向の障害物又は路肩を検出した場合、車両Ｃが障害物又は路肩を避け
るための情報を発光部１０２が投影するように制御するので、困難な状況を回避させるこ
とが可能となる。
【０１４８】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、情報は、車両Ｃの進行軌跡を
予測する情報であるので、運転者に車両Ｃがこれから進行する位置を認知させることが可
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能となる。
【０１４９】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、制御部１０７は、検出部１５
１が車両Ｃの進行方向の障害物又は路肩を検出した場合、車両Ｃが障害物又は路肩を避け
るための情報を発光部１０２が投影するように制御するので、迅速に困難な状況を回避さ
せることが可能となる。
【０１５０】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、少なくとも、予め定めた所定
の情報が記録された要素ホログラムの集合からなる第１ホログラム領域１４１及び第１ホ
ログラム領域１４１とは異なる情報が記録された要素ホログラムの集合からなる第２ホロ
グラム領域１４２に分割されたホログラム１４０を有する拡散部と、発光部１０２から照
射された光を反射し、第１ホログラム領域１４１及び前記第２ホログラム領域１４２のう
ち少なくとも１つを含むように前記光を走査させる走査部１０３と、を備えるので、入力
に応じて投影内容を迅速的確に切り替えることが可能となる。また、予め定めた所定の位
置を的確に照明することが可能となる。
【０１５１】
　また、第３又は第４実施形態の光学装置１０１によれば、少なくとも、予め定めた所定
の情報が記録された要素ホログラムの集合からなる第１ホログラム領域１４１及び第１ホ
ログラム領域１４１とは異なる情報が記録された要素ホログラムの集合からなる第２ホロ
グラム領域１４２に分割されたホログラム１４０を有するホログラム部１０４と、発光部
１０２から照射された光が第１ホログラム領域１４１及び第２ホログラム領域１４２のう
ち少なくとも１つを走査するようにホログラム部１０４を移動可能に支持する走査部１０
３と、を備えるので、入力に応じて投影内容を迅速的確に切り替えることが可能となる。
また、予め定めた所定の位置を的確に照明することが可能となる。
【０１５２】
　また、運転者のみならず、移動体の周囲の人間に、車両の進行方向情報や、検出部が検
出した異常を視覚的に周知することができ、　交通の安全に寄与できる。
【０１５３】
　次に、第５実施形態の光学装置１について説明する。
【０１５４】
　図２５は、第５実施形態の光学装置を示す。
【０１５５】
　第５実施形態の光学装置２０１は、一例として店Ｓ等に設置される。例えば、図２５に
示すように、通常時、道路の路面Ｄに店の名前等の表示２１１を照射する。なお、店Ｓが
屋内にある場合には通路に照射すればよい。
【０１５６】
　図２６は、第５実施形態の光学装置２０１のシステム図を示す。
【０１５７】
　第５実施形態の光学装置２０１は、検出部２０５と、記憶部２０６と、制御部２０７と
、照射部２１０と、を備える。
【０１５８】
　発光部２０２は、指向性を有し所定の波長のコヒーレントなレーザー光を照射する。発
光部２０２は、複数の素子を束ねたレーザーアレイでもよい。また、発光部２０２は、複
数の波長のレーザー光を備えていてもよい。また走査部２０３に入射される入射光を最適
化するために、ロッドインテグレータやフライアイインテグレータなどの光均一化素子や
、レンズや絞りなどの光整形素子を備えていてもよい。電源ＯＮ／ＯＦＦを切り替えるこ
とで発光タイミングを切り替える機能や、シャッター等を用いて発光タイミングを切り替
える機能があってもよい。また、発光部２０２は、複数の波長のレーザー光を照射できる
ものでもよい。例えば、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）にそれぞれ対応したレーザ
ー光を照射することで照明光又は表示光をカラーにすることができる。なお、それ以外の
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ピーク波長を示す光源を利用してもよい。例えば、２種類以上の限定されない光源でカラ
ー表記を行ってもよい。
【０１５９】
　走査部２０３は、拡散部２０４の入射面の所定の位置に発光部２０２からの光を入射す
る機能を有する。例えばミラーやプリズム等の光学部材を機械的に回転・振動させ、発光
部からの入射光を反射や屈折を用いて、拡散部４の所定の位置に照射する。例えばＭＥＭ
Ｓ(Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ)スキャナー、ポ
リゴンスキャナなどの光スキャナーと呼ばれる部材であるが、これに限定されない。走査
部２０３は、拡散部２０４を移動可能に支持する部材であってもよい。なお、レーザーア
レイ等の発光部２０２の発光を制御することによって走査部２０３を構成してもよい。
【０１６０】
　拡散部２０４は拡散素子を有し、拡散素子は複数の要素拡散素子からなる集合体である
。拡散素子は、例えばホログラムである。ホログラムの隣り合う各要素ホログラムはそれ
ぞれが基本的には別個の照射領域または別個のコヒーレント光の対応波長域を有するが、
一部の領域が重なっていてもよい。要素ホログラム出射面の各点からはそれぞれ異なる波
面が形成され、対応する被照射領域で独立に重ね合わされる。よって、走査光やレーザー
アレイ光源を用い複数の位置から要素ホログラムの入射面に入射することで、その被照射
領域において均一な照度分布を得ることが出来る。要素ホログラムの照射領域の形状は、
本件では線と矢印であるが、これに限定されない。
【０１６１】
　上記の要素ホログラムは、例えばフォトポリマーや銀塩材料などのホログラム感光材料
に、散乱板からの散乱光を物体光として用いて作製する。参照光にはコヒーレント光であ
るレーザー光を用いる。そして、作製に用いた参照光の焦点位置からホログラムに向かっ
てレーザー光を照射すると、物体光として用いた元となる散乱板の配置位置に散乱板の再
生像が再生される。この再生像が要素ホログラムの照射領域となる。矢印の形状の散乱板
を用いれば、矢印形状の照射領域の再生が可能となる。レリーフ型（エンボス型）のホロ
グラムを用いても良い。また実際の物体光や参照光を用いずに、計算機を用いて設計する
ことも可能である。このようにして得られたホログラムは計算機合成ホログラム（ＣＧＨ
：Computer Generated Hologram）と呼ばれる。またホログラム上の各点における拡散角
度特性が同じであるフーリエ変換ホログラムを計算機合成により形成しても良い。また、
反射型ホログラムでも透過型ホログラムでもよい。
【０１６２】
　拡散素子としてホログラムを設ける利点は、レーザー光の光エネルギー密度を拡散によ
り低下させることが出来、さらに指向性の面光源として利用可能になるため、従来のラン
プ等の点光源と比較して同一照度分布を実現するための光源輝度を下げることができるこ
とである。よってより安全に、遠方照明を可能とする。
【０１６３】
　拡散素子は複数の要素拡散領域に細かく分割することが可能な各種拡散部材、例えばマ
イクロレンズアレイなどであってもよい。
【０１６４】
　検出部２０５は、周囲の明暗を検出する日射センサ２５１と、電波等を受信する受信部
２５２と、移動体を検出する移動体センサ２５３と、を有する。日射センサ２５１は、昼
と夜を検出してもよいし、明暗を検出してもよい。明暗を検出する構成では、雨天又は霧
等の昼でも暗い場合を検出できるので、好ましい。受信部２５２は、例えば自動車又は歩
行者等から発信される予め定めた赤外線やミリ波レーダー等の所定の電磁波を受信する。
移動体センサ２５３は、移動する移動体を検出する。ここで、実施形態の移動体には、ガ
ソリンエンジンの駆動力のみで走行する車両や、ガソリンエンジンとモータの駆動力で走
行する車両、モータの駆動力のみで走行する車両や、或いは、ディーゼルエンジンの駆動
力により走行する車両等が含まれる。さらに、移動体には二輪車等も含まれ、二輪車には
自動二輪車だけでなく、自転車も含まれる。すなわち、移動体には上記のような種々の移
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動する物体が含まれる。さらに、自動車や二輪車以外にも運転者に舵取り（ステアリング
）が一時的でも求められる移動手段全般、飛行機、船舶等にも適用することができる。
【０１６５】
　記憶部２０６は、検出部２０５の入力内容に対応する照射部２１０の制御方法を記憶し
ている。例えば、記憶部２０６は、光を照射する照射領域に対応して照射部２１０を制御
する方法を記憶している。なお、記憶部２０６は、制御部２０７に含まれていてもよい。
【０１６６】
　制御部２０７は、検出部２０５及び記憶部２０６からの信号に応じて、照射部２１０を
制御する。照射部２１０は、照射種類及び照射方向等を制御可能な構造である。
【０１６７】
　図２７は、第５実施形態の第３実施例の光学装置２０１の作動フローチャートの一例を
示す。図２８は、第５実施形態の光学装置２０１の作動状態を示す。なお、図２７中のフ
ローチャートにおいて、ＹＥＳの判定を「Ｙ」、Ｎｏの判定を「Ｎ」と表記している。
【０１６８】
　まず、ステップ１で、検出部２０５が移動体を感知したか否かを判定する（ＳＴ１）。
検出部２０５は、例えば、カメラ、赤外線、又は超音波等であって、歩行者Ｍ等を検出す
る。また、電波等を発信するものに対応して、その電波を検出する構成としてもよい。
【０１６９】
　ステップ１において、検出部５が移動体を感知した場合、ステップ２で、照射部２１０
が照射する照射領域を確認する（ＳＴ２）。照射領域は、移動体の位置に対応して決定す
る。例えば、図２８に示した例では、店Ｓに向かって右から歩いてくる歩行者Ｍ１を感知
した場合には店Ｓに向かう第１矢印２１３ａを照射し、店Ｓに向かって左から歩いてくる
歩行者Ｍ２を感知した場合には店Ｓに向かう第２矢印２１３ｂを照射する。また、どちら
の歩行者Ｍ１，Ｍ２を感知した場合でも、店Ｓの入り口には、メッセージ表示２１２を照
射することが好ましい。
【０１７０】
　次に、ステップ３で、光学装置２０１の作動カウントを開始する（ＳＴ３）。続いて、
ステップ４で、所定時間経過したか否かを判定する（ＳＴ４）。ステップ４において、所
定時間経過していない場合、ステップ４に戻る。ステップ４において、所定時間経過して
いる場合、ステップ１に戻る。
【０１７１】
　ステップ１において、検出部２０５が移動体を感知していない場合、制御を終了する。
【０１７２】
　このように、第５実施形態の光学装置２０１は、多数の照射領域を予め設定することが
できるので、移動体を感知した場合に、移動体が移動している位置を照射領域として照明
光２１１又は表示２１２等を的確に照射することが可能となる。そして、歩行者Ｍ１，Ｍ
２を店Ｓに的確に誘導することが可能となる。
【０１７３】
　なお、本実施形態の光学装置２０１では、店Ｓを例に示したが、駅、テーマパーク、イ
ベント会場等、その他どの場所に設置してもよい。
【０１７４】
　次に、具体的な光学装置２０１の照射部２１０の構造を説明する。
【０１７５】
　図２９は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第１実施例の照射部２１０の第
１状態での側面図である。図３０は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第１実
施例の照射部２１０の第２状態での側面図である。
【０１７６】
　第１実施例の照射部２１０では、発光部２０２からの照射光は、走査部２０３の１種で
あるミラー２０３ａで反射させて、拡散素子２４０の透過型ホログラム２４０に入射させ
る。また、このミラー２０３ａは、不図示のモータなどによって、回動軸Ｏを中心として
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回動されることで、Ｘ－Ｘ’方向に動き得るように構成されている。第１実施例の照射部
２１０では、図２６に示した制御部２０７からの制御指令に基づいて、当該モータを駆動
しミラー２０３ａの反射光を、ホログラム２４０の第１ホログラム領域２４１、第２ホロ
グラム領域２４２のいずれかに当てることができようになっている。ここで、「回動」と
は、ある軸を中心として、規制された角度範囲で物体が回ることをいう。
【０１７７】
　このような第１実施例の照射部２１０において、例えば、図２９に示す第１状態では、
発光部２０２から照射された光は、ミラー２０３ａで反射し、第１ホログラム領域２４１
を透過して照明光２１１を照射する。そして、図３０に示すミラー２０３ａを回動させた
第２状態では、発光部２０２から照射された光は、ミラー２０３ａで反射し、第２ホログ
ラム領域２４２を透過して矢印２１３を表示する。なお、各ホログラム領域２４１，２４
２が拡散素子領域を構成する。また、各ホログラム領域２４１，２４２は、要素拡散素子
の集合からなる。
【０１７８】
　以上のような構成により、１つの光学装置２０１で、複数のホログラム再生像を投影す
ることが可能となる。第５実施形態における光学装置２０１では、照明光２１１及び矢印
２１３のホログラム再生像を、投影するようにしていたが、例えば、「ＳＴＯＰ」、「Ｂ
ＲＡＫＥ」等の文字のホログラム再生像を表示させるようにすることも可能である。
【０１７９】
　図３１は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第１実施例の照射部の他の例を
示す。
【０１８０】
　図３１に示すように、走査部２０３の１種であるミラー２０３ａは、第１軸２０３ｘ及
び第１軸２０３ｘに直交する第２軸２０３ｙに対して回転可能に構成してもよい。この場
合も１つの光学装置２０１で、複数のホログラム再生像を投影することが可能となる。
【０１８１】
　図３２は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第２実施例の照射部の単位ユニ
ットの一例を示す。図３３は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第２実施例の
照射部の単位ユニットによる照明を説明する図である。
【０１８２】
　なお、第２実施例の照射部２１０は、複数の単位ユニット２０１’から構成されており
、単位ユニット２０１’が最も基本的な最小構成となっている。単位ユニット２０１’と
しては、レーザー光を射出する発光部２０２と、発光部２０２から射出されたレーザー光
が入射され、光を出射することで照明を行う拡散部２０４と、から構成されている。第２
実施例では、拡散部２０４として透過型のホログラム２４０を用いている。なお、第２実
施例の拡散部２０４の構成は、第１実施例と同様でよい。
【０１８３】
　なお、ホログラムは透過型ホログラムであってもよいし、反射型ホログラムであっても
よい。また、ホログラムとしては、エンボスホログラム、体積型ホログラム、電子ホログ
ラムなどを挙げることができる。さらに、計算機を用いた演算により所定の記録面上に干
渉縞を記録させて作製する計算機合成ホログラムなども挙げることができる。また、計算
機合成ホログラムのうち、フーリエ変換光学系を用いた計算機合成ホログラムであるフー
リエ変換ホログラムを用いるようにしてもよい。
【０１８４】
　第２実施例においては、単位ユニット２０１’は、発光部２０２として単位レーザーア
レイ２２０が用いられている。この単位レーザーアレイ２２０には、第１レーザー光源２
２１、第２レーザー光源２２２及び第３レーザー光源２２３の３つのレーザー光源を有し
ている。
【０１８５】
　第１レーザー光源２２１、第２レーザー光源２２２及び第３レーザー光源２２３は相互
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に異なる波長の光を出射するものであって、第１レーザー光源２２１からは第１の波長の
光、第２レーザー光源２２２からは第２の波長の光、第３レーザー光源２２３からは第３
の波長の光が出射される。本実施の形態においては、例えば、第１レーザー光源２２１か
ら出射される第１の波長の光を青色の光、第２レーザー光源２２２から出射される第２の
波長の光を緑色の光、第３レーザー光源２２３から出射される第３の波長の光を赤色の光
とすることができる。
【０１８６】
　なお、第２実施例においては、単位レーザーアレイ２２０として、第１レーザー光源２
２１、第２レーザー光源２２２及び第３レーザー光源２２３の３種類の異なるレーザー光
源を用いる例に基づいて説明を行うが、光学装置２０１の構成によって、用いるレーザー
光源の種類数は任意とすることができる。
【０１８７】
　第１レーザー光源２２１から射出されたレーザー光は、単位ホログラム２４０の第１拡
散素子領域としての第１記憶領域２４１に入射し、第２レーザー光源２２２から射出され
たレーザー光は、単位ホログラム２４０の第２拡散素子領域としての第２記憶領域２４２
に入射し、第３レーザー光源２２３から射出されたレーザー光は、単位ホログラム２４０
の第３拡散素子領域としての第３記憶領域２４３に入射するようになっている。なお、各
記憶領域２４１，２４２，２４３は、要素拡散素子の集合からなる。
【０１８８】
　図３３（ａ）に示すように、第１レーザー光源２２１からのレーザー光が参照光として
、単位ホログラム２４０の第１記憶領域２４１に入射すると、第１記憶領域２４１に記録
されたホログラム再生像が、単位ホログラム２４０から出射され第１単位照射領域を照明
する。
【０１８９】
　また、図３３（ｂ）に示すように、第２レーザー光源２２２からのレーザー光が参照光
として、単位ホログラム２４０の第２記憶領域２４２に入射すると、第２記憶領域２４２
に記録されたホログラム再生像が、単位ホログラム２４０から出射され第２単位照射領域
を照明する。
【０１９０】
　また、図３３（ｃ）に示すように、第３レーザー光源２２３からのレーザー光が参照光
として、単位ホログラム２４０の第３記憶領域２４３に入射すると、第３記憶領域２４３
に記録されたホログラム再生像が、単位ホログラム２４０から出射され第３単位照射領域
を照明する。
【０１９１】
　第１レーザー光源２２１、第２レーザー光源２２２及び第３レーザー光源２２３の発光
は、図２６に示した制御部２０７によって制御することができるようになっている。すな
わち、発光部２０２が走査部２０３の構成を含んでいる。このように単位ユニット２０１
’においては、各レーザー光源の制御に基づいて各照射領域を、各レーザー光源の３原色
により任意に照明することができるようになるので、照射領域を任意の色で照明すること
ができることとなる。
【０１９２】
　第２実施例の光学装置２０１は、上記のような単位レーザーアレイ２２０と単位ホログ
ラム２４０の組み合わせからなる単位ユニット２０１’が複数設けられており、光学装置
２０１全体としての発光部２０２及び拡散部２０４が構成される。すなわち、発光部２０
２は、複数の単位レーザーアレイ２２０から構成されており、拡散部２０４は、複数の単
位レーザーアレイ２２０の各レーザー光源に対応する拡散素子領域を有している。
【０１９３】
　図３４は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第２実施例の照射部による照明
を示す。
【０１９４】
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　図３３に示したそれぞれの単位レーザーアレイ２２０が各照射領域を照明し、図３４に
示すように、光学装置２０１全体として、全照射領域を形成するようになっている。
【０１９５】
　ここで、単位レーザーアレイ２２０と単位ホログラム２４０とで形成される単位照射領
域は、一般的な表示装置における画素のような役割を担うこととなり、本発明に係る光学
装置１においては、単位照射領域毎で異なる照明を行うように発光部２における単位レー
ザーアレイ２２０を制御することにより、種々の照明パターンを形成することができる。
【０１９６】
　なお、図３４に示す例では、発光部２０２における単位レーザーアレイ２２０が平面状
、すなわち、２次元に配列されている例を説明しているが、単位レーザーアレイ２２０は
１次元に配列させるようにしてもよい。
【０１９７】
　次に、第３実施例の光学装置１について説明する。
【０１９８】
　図３５は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第３実施例の照射部の第１状態
での側面図である。図３６は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第３実施例の
照射部の第１状態での正面図である。
【０１９９】
　第３実施例の照射部２１０における走査部２０３は、拡散素子２４０としてのホログラ
ム２４０の外周を囲む外枠部としての支持レール２３１と、支持レール２３１に対してホ
ログラム２４０を２次元的に移動可能に案内する案内部としての案内レール２３２と、を
有する。案内レール２３２は、両端を対向する支持レール２３１にそれぞれ移動可能に支
持され、それぞれの案内レール２３２に対してホログラム２４０の各辺が移動可能に支持
される。すなわち、発光部２０２からの入射光は位置変化しないが、ホログラム２４０自
身が位置変化することによって、入射光がホログラム２４０の所定の位置に選択的に入射
することができる。なお、各ホログラム領域２４１～２４９が拡散素子領域を構成する。
また、各ホログラム領域２４１～２４９は、要素拡散素子の集合からなる。
【０２００】
　例えば、第１状態では、拡散素子２０４の第５ホログラム領域２４５が発光部２０２か
ら照射され、所定の方向に照明光２１１を照射する。
【０２０１】
　次に、第５実施形態の光学装置２０１の作動について説明する。
【０２０２】
　図３７は、第５実施形態の光学装置２０１に用いられる第３実施例の照射部の第２状態
での正面図である。
【０２０３】
　図３６に示した発光部２から出射された光が第５ホログラム領域２４５に照射されてい
る第１状態から図３７に示す第６ホログラム領域２４６に照射されている第２状態に移動
するには、まず図２６に示した検出部２０５から切替の信号が制御部２０７に入力される
。制御部２０７は、検出部２０５からの入力内容に対応するホログラム２４０の領域を記
憶部２０６から取得する。その後、制御部２０７は、記憶部２０６から取得したホログラ
ム２４０の領域が発光部２０２から照射されるように走査部２０３を駆動する。
【０２０４】
　例えば、第３実施例では、検出部２０５から目的地の場所の信号が制御部２０７に入力
される。制御部２０７は、矢印２１３を表示する領域が第６ホログラム領域２４６である
という記憶部２０６に記憶された信号を取得する。そして、制御部２０７は、ホログラム
２４０の第６ホログラム領域２４６が発光部２０２から照射されるように走査部２０３を
駆動する。
【０２０５】
　このように、第５実施形態の光学装置２０１によれば、状態の変化に応じて投影内容を
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迅速的確に切り替えることが可能となる。また、予め定めた所定の位置を的確に照明する
ことが可能となる。
【０２０６】
　以上、第５実施形態の光学装置２０１によれば、移動体Ｍを検出する検出部２０５と、
光を照射する照射部２１０と、検出部２０５が検出した移動体Ｍの位置と照射部２１０が
照射する照射領域の対応関係をそれぞれ記憶する記憶部２０６と、検出部２０５によって
移動体Ｍが検出された場合、移動体Ｍを所定の位置に誘導するように、記憶部２０６が記
憶した対応関係に基づいて、照射部２１０に光を照射させる制御部２０７と、を備えるの
で、予め定めた所定の形状で所定の位置に照射し、移動体を所定の位置に誘導することが
可能となる。
【０２０７】
　また、第５実施形態の光学装置２０１によれば、照射部２１０は、コヒーレント光を発
光する発光部２０２と、予め定めた所定の情報が記録された要素拡散素子の集合からなる
第１拡散素子領域２４１及び第１拡散素子領域２４１とは異なる情報が記録された要素拡
散素子の集合からなる第２拡散素子領域２４２に少なくとも分割された拡散素子２４０を
有し、発光部２０２が発光したコヒーレント光を第１拡散素子領域２４１で拡散して所定
の形状の第１照射領域に照射し、発光部２０２が発光したコヒーレント光を第２拡散素子
領域２４２で拡散して所定の形状の第２照射領域に照射する拡散部２０４と、を備え、記
憶部２０６は、第１拡散素子領域と第１照射領域及び第２拡散素子領域と第２照射領域の
対応関係をそれぞれ記憶し、制御部２０７は、少なくとも拡散部２０４の第１拡散素子領
域２４１又は第２拡散素子領域２４２に発光部２０２が発光するコヒーレント光を照射さ
せるので、予め定めた所定の形状で対象領域に光を的確に照射することが可能となる。
【０２０８】
　また、第５実施形態の光学装置２０１によれば、移動する移動体を検出する検出部２０
５を備え、制御部２０７は、検出部２０５によって移動体が検出された場合、移動体の位
置に拡散部２０４から照射された光が照射されるように、記憶部２０６に記憶された対応
関係から拡散部２０４の照射領域に発光部２０２が発光するコヒーレント光を照射させる
ので、多数の照射領域２１２を予め設定することができるので、移動体を感知した場合に
、移動体が移動している位置を照射領域２１２として、照明光２１１を的確に照射するこ
とが可能となる。
【０２０９】
　また、第５実施形態の光学装置２０１によれば、発光部２０２から照射された光が第１
拡散素子領域又は第２拡散素子領域のうち少なくとも１つに照射されるように走査させる
走査部２０３を備え、制御部２０７は、記憶部２０６が記憶した対応関係に基づいて、走
査部２０３を駆動するので、状態の変化に応じて投影内容を迅速的確に切り替えることが
可能となる。
【０２１０】
　また、第５実施形態の光学装置２０１によれば、照射部２１０は、矢印２１３を照射す
るので、移動体Ｍを的確に誘導することが可能となる。
【０２１１】
　以上、光学装置１をいくつかの実施例に基づいて説明してきたが、本発明はこれら実施
例に限定されず種々の組み合わせ又は変形が可能である。
【符号の説明】
【０２１２】
１…光学装置
２…発光部
３…支持部
４…ホログラム部
５…入力部
６…記憶部



(27) JP 6108140 B2 2017.4.5

10

７…制御部
８…駆動部
１０１…光学装置
１０２…発光部
１０３…走査部
１０４…拡散部
１０５…検出部
１０６…記憶部
１０７…制御部
２０１…光学装置
２０２…発光部
２０３…走査部
２０４…拡散部
２０５…検出部
２０６…記憶部
２０７…制御部
２１０…照射部

【図１】 【図２】
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